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とはいえない
もの 

必要性が特
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※重点項目評価を 
サンプリングチェック 

※各機関の裁量により 
意見聴取 

※全件 
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※しきい値評価、 
重点項目評価を公開 

※重点項目評価を 
実施 

※全項目評価を実施 
※しきい値評価、 
全項目評価を公開 


